
別 紙 ４ 

令和８年３月 13 日 

正会員の業務運営等に関する規則 

「正会員の業務運営等に関する規則」の一部改正（案） 

 

新 旧 

 

正会員の業務運営等に関する規則 

 

第１条～第６条の６         （略） 

 

（有価証券届出書等の有効期間）  

第７条 内国証券投資信託受益証券及び内国投資証券の募集に係る有価証券届

出書及び目論見書の有効期間は、有価証券届出書の効力発生日から16ヵ月以

内とする。 

ただし、新たに設定する内国証券投資信託受益証券及び内国投資証券の募

集に係る有価証券届出書及び目論見書の有効期間は、有価証券届出書の効力

発生日から24ヵ月以内とする。 

 

（以下略） 

 

附 則  

この改正は、令和〇年〇月〇日から実施する。 

 

 

正会員の業務運営等に関する規則 

 

第１条～第６条の６       （同 左） 

 

（有価証券届出書等の有効期間）  

第７条 内国証券投資信託受益証券及び内国投資証券の募集に係る有価証券届

出書及び目論見書の有効期間は、16ヵ月以内とする。 

 

(新 設) 

 

 

 

（同 左） 

 


